
  

 

 

本町保育所移転・新設事業道路設計業務契約書（案） 

 

 

 件名 

    本町保育所移転・新設事業道路設計業務委託 

 履行場所 

    府中市本町３丁目１８番５の一部ほか 

 契約金額 

         ￥                       円 
            うち取引に係る消費税及び地方消費税の額               円 

 履行期間 

    令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 
 

上記の契約について、府中市（以下「甲」という。）と受託者（以下「乙」という。）とは、

次の条項により、契約を締結する。 

 

 

 

 

 令和  年  月  日 

 

     所  在  地  東京都府中市宮西町２丁目２４番地 

   甲 名    称  府中市 

     代  表  者  高 野 律 雄                  ㊞ 

 

     所在地又は住所   

   乙 名称又は称号   

     代  表  者                           ㊞ 

 



  

 

契  約  条  項 

（総則） 
第１条 甲及び乙は、この契約条項（契約書を含む。）に基づき、次の各号その他甲の指示等（以
下「仕様書等」という。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならな
い。 

(1) 「本町保育所移転・新設・跡地活用事業要求水準書」 第２章 業務要求水準 
(2) 府中市地域まちづくり条例 
(3) 東京都都市整備局「開発許可制度」 
２ 仕様を特定していない場合は、甲の定める標準仕様書により、品質を表示しない場合は、
中等の品質以上のものとする。 

３ 乙は、仕様書等又は契約条項に明示されていない事項等がある場合でも、業務の性質上当
然必要なものは、甲が指定する職員又は委託する者（以下「市係員」という。）の指示に従っ
て、乙の費用で履行する。 

（履行期間の延長） 
第２条 乙は、自己の責によらない理由により、履行期間内に業務を完了することができない
ことが明らかになったときは、履行期間内に事由を詳記して履行期間の延長を甲に申請する
ことができる。この場合において、甲は、その申請を相当と認めたときは、これを承認し、
その延長日数は、甲の認定するところによる。 

（再委託の禁止） 
第３条 乙は、いかなる方法をもってするを問わず、この契約業務の全部又は主要部分の実施
を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲から書面による承諾
を得た場合は、この限りでない。 

（着手及び主任技術者又は責任者の選任） 
第４条 乙は、甲が特に指示し、又は認めた場合を除き、契約確定後に甲に届け出て速やかに
業務に着手する。 

２ 乙は、甲が指示した場合において、業務に着手するまでに工程表その他別に定める関係書
類を作成して甲の承認を得る。 

３ 乙は、甲が指示した場合において、契約の履行に当たり、主任技術者又は責任者を定め、
甲に通知する。 

（業務の検査） 
第５条 乙は、業務が完了したときは、遅滞なく甲に対して業務完了報告書又は検査依頼書を
提出し、甲の定める検査を受ける。業務は、甲の定める検査に合格したものに限る。 

２ 甲は、前項の業務完了報告書又は検査依頼書を受理したときは、原則として、その日から
１０日以内に検査を行う。 

３ 前項及び特に甲が必要と認める検査により、変質又は損傷を生じたものの復元その他検査
に要する費用は、すべて乙の負担とする。ただし、特殊な検査で甲が認めた場合は、この限
りでない。 

４ 乙は、原則として、甲の指定する日時に検査に立ち会い、立ち会わないときは、検査の結
果に異議を申し立てることができない。 

５ 検査に合格しないときは、甲は期限を指定し、修補を認めることができる。この修補が終
了したときは、乙は直ちに再検査を受ける。 

（業務又は引渡しの完了） 
第６条 前条の検査に合格したときをもって、業務又は業務の目的物の引渡しを完了したもの
とする。ただし、甲乙協議のうえ、書面により別に期日を定めた場合は、これによる。 

（支払） 
第７条 乙は、業務又は業務の目的物の引渡し完了後、契約金額を甲に請求し、甲は、乙の請

求を受けた日から３０日以内に支払う。ただし、特別な理由がある場合はこの限りでない。 
２  支払金額に円未満の端数が生じたときは、円未満は切り捨てる。 
３ 前２項の規定は、業務の一部履行部分に対する代金の請求があった場合に準用する。 
（契約不適合責任） 
第８条 乙は、仕事の目的物の種類、品質、又は数量に関して契約の内容に適合しないものを
引渡したとき（その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が
種類、品質、又は数量に関して契約の内容に適合しないとき）は、別に定める場合を除き、
その修補による履行の追完、又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものと
する。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合において、甲がその不適合を知った時から１年以内にその旨を乙に通知しない



  

 

ときは、甲は、前項の請求をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を
知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

（遅延違約金） 
第９条 乙は、履行期間内に業務を完了しないとき、又は第５条第５項の期限までに補修が終
了しないときは、遅延違約金を甲に支払う。 

２ 前項の遅延違約金は､その遅延業務に対する金額に、履行期間の終了日の翌日から検査依頼
の日までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256
号)に定める割合を乗じて計算した金額とする｡ただし､遅延違約金に１００円未満の端数が
ある場合は､これを切り捨てる。 

（損害賠償） 
第１０条 乙は、契約の履行に際し、甲又は第三者に与えた損害について責任を負う。ただし、
その損害の発生が、甲の責に帰すべき理由による場合においては、この限りでない。 

（契約の変更、協議解除等） 
第１１条 甲は、必要があるときは、乙と協議して、この契約の内容を変更し、若しくは履行
を中止させ、又はこの契約の全部若しくは一部を解除することができる。 

（甲の催告による解除権） 
第１２条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の
催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、そ
の期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微
であるときは、この限りでない。 

(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 
(2) 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込
みがないと甲が認めるとき。 

(3) 正当な理由なく、第５条第５項又は第８条第１項の修補がなされないとき。 
(4) 乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をした
とき。 

(5) 乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり、
その職務の執行を妨害したとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙が、この契約に違反したとき。 
（甲の催告によらない解除権） 
第１２条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除する
ことができる。 

(1) 民法第５４２条に該当するとき。 
(2) 第１３条の規定によらないで乙がこの契約の解除を申し出たとき。 
(3) 第１５条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継さ
せ、又は担保の目的に供したとき。 

(4) 乙が地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当すると
判明したとき。 

（談合その他不正行為による解除） 
第１２条の３ 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除す

ることができる。 
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和２２年法律第５４号、以下「独占禁止法」という。）第７条若しくは第８条の２の規定
に基づく排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）又は同法第７条の２（同法第８条の３
において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）
が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第３条又は
第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

(2) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治４０年法律第４５号）
第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

（契約が解除された場合等の違約金） 
第１２条の４ 第１２条及び第１２条の２の規定により、契約を解除した場合において、甲に損
害が生じたときは、乙は契約金額の１０分の１に相当する額（履行部分があるときは、契約
金額から履行部分に対する代金相当額を控除して得た額の１０分の１に相当する額）を違約
金として支払う（単価契約の場合は、「契約金額」を「各項目の単価に予定数量を乗じた金額
の合計」として適用する。）。ただし、甲に生じた実際の損害額が本項に規定する違約金の額を超
える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

２ 第１２条の３第 1 項各号の規定に該当した場合における違約金の額は、別に定める。 
（違約金支払遅延に対する利息） 



  

 

第１２条の５ 乙がこの契約に基づき賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わな
いときは、乙は当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅
延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に定める割合を乗じて計算した金額の遅延利息を
甲に支払わなければならない。ただし､その金額に１００円未満の端数がある場合は､これを切り
捨てる。 

（乙による契約の解除権） 
第１３条 乙は、第１１条の中止期間が引き続き４月以上に及ぶとき、又は履行期間が過ぎて
も甲から業務の着手の指示がないときは、この契約の一部又は全部を解除することができる。 

（清算) 
第１４条 契約を解除する場合において、契約金額を増減する必要があるときは、内訳書に準
じて算定し、もしこれによることを甲が不適当と認めるとき、又は履行期間を伸縮する必要
があるときは、甲が相当と認めるところによる。 

２ 契約を解除する場合において、履行部分があるときは、甲は、乙の請求によりその代金相
当額を支払う。 

３ 契約を解除する場合において、甲は乙の受ける不利益について責を負わない。 
（権利義務の譲渡等の禁止） 
第１５条 乙は、甲の文書による承認を得ないでこの契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡
し、承継し、又は担保に供してはならない。 

（遵守事項） 
第１６条 乙は、この契約に掲げる条項のほか、常に善良な管理者の注意をもって業務を行う。 
２ 乙は、この契約の履行に当たっては誠実に義務を負い、市民に迷惑をかけ、又は誤解を受
けないように努める。 

３ 乙は、甲の施設の職員、訪問者等に、悪い印象を与えないよう服装、言動等に十分留意す
る。 

４ 乙又はその関係者は、業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。退職し
た後も同様とする。 

５ 乙は、この契約によって得られた設計図、調査結果等を甲の承諾なく他人に閲覧させ、複
写し、譲渡し、又は発注情報として提供してはならない。 

６ 乙の従業員が、業務上の行為により、甲又は第三者に与えた損害については、甲は一切そ
の責任を負わない。 

７ 乙の従業員は、甲の施設及び敷地内の設備、器具等をき損しないよう十分注意を払い、万
一損害を与えたときは、乙はその賠償の責任を負う。 

８ 乙は、業務を処理するため、甲の施設の一部を控室及び器具置場として使用する場合は、
甲の指示に従う。この場合において履行期間が満了したときは、直ちに原状に回復して甲に
引き渡す。 

９ 同一又は関連のある履行場所に他の受託者等がある場合、相互に協調して契約を履行し、
万一不都合が生じたときは、すべて乙の責任において、処理する。 

（業務の調査等） 
第１７条 甲は、必要があるときは、乙に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を
求めることができる。 

（疑義の決定） 
第１８条 この契約書の各条項、仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこれらに定
めのない事項については、甲と乙が協議して定める。 

（消費税及び地方消費税） 
第１９条 契約金額のうち取引に係る消費税及び地方消費税は、消費税法の改正により税率が
変動した場合、経過措置が適用される場合を除き、変動後の税率を適用する。 

（元号） 
第２０条 元号が改められた場合において、旧元号によって特定された日を新元号による応当
日に読み替えて適用するものとする。 

 
 



  

 

 



  

 

 



  

 

前金払に関する特約条項 

（前払金の支出） 
第１条   甲は、契約書で前金払の支払いを約した場合において、乙が公共工事の

前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第５条の規定に基づき

登録を受けた保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）と、表記の工期を

保証期限とする同法第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）

を締結したときは、２億円を限度とし乙の請求に基づき、契約金額の 30％（1
万円未満の数は切り捨てる。）を前払金として支払うものとする。 

２  乙は、前項の前金払の支払いを受けようとするときは、この契約締結後（甲が

別に前金払の請求時期を定めたときは、その時期）に、保証事業会社と締結した

保証契約を証する書面（以下「保証証書」という。）を甲に提出したうえで、前

払金の請求をしなければならない。 
３  甲は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第１項の前払金を支払うものとす

る。 
（契約金額の増減による前金払の追加又は返還） 
第２条   甲は、前条第１項の規定により前金払をした後、委託業務内容の変更そ

の他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、

前払金の額が不適当と認められるに至ったときは甲の定めるところにより、前払

金を追加払いし、又は返還させることがある。 
２  乙は、前項の規定により、甲が前払金の追加払を認めた場合において、その追

加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更

後の保証証書を甲に提出したうえで、請求しなければならない。 
３  乙は、甲から第１項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約

変更の日以後、甲が指定する日までに返還しなければならない。 
４  前項の場合において、乙が返還期限までにまでに前払金を返還しないときは、

返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延

防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）に定める割合を乗じて得た額

を甲に遅滞損害金として支払わなければならない。 
（保証契約の変更） 
第３条   乙は、委託業務内容の変更その他の理由により履行期間が延長又は短縮

された場合においては、速やかに、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に

提出しなければならない。 
（前払金の使途制限及び返還） 
第４条   乙は、前払金をこの委託業務に必要な経費以外の経費の支払に充てては

ならない。 
２  乙は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払

われた前払金を直ちに甲に返還しなければならない。 
３  乙は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還

の日までの日数に応じ、当該返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律



  

 

（昭和２４年法律第２５６号）に定める割合を乗じて得た額を甲に利息として支

払わなければならない。 
（部分払） 
第５条   甲は、委託業務の完了前において、乙の部分払い請求を相当と認めると

きは、検査に合格した既済部分に相応する契約金額相当額（以下「既済部分の代

価」という。）の１０分の９以内で甲が定める金額を支払うことがある。 
２  前項の既済部分の代価は、甲が認定する。 
３  第１条の規定により前払金が支払われている場合の部分払いの額は、前２項の

規定により算出した部分払の額から、当該前払金の額に対する既済部分の代価の

割合を乗じて得た額を控除した額の範囲内とし、次の式により算出する。 
 
    部分払いの額 ≦ 既済部分の代価 × (（９／ １０）－（前払金額／契約金額）) 
 
４  第１項の規定による支払の対象となった既済部分が乙の所有に属するときは、

その所有権は、支払により乙から甲に移転する。ただし、委託業務の目的物の全

部の引渡しまでに生じた損害については、契約条項第９条の規定を準用する。 
 
 
 
 

 

 


